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令和８年度 宗賀児童クラブ・放課後キッズクラブ利用のきまり 

塩尻市立宗賀児童館 

 

１ 児童館利用日、利用時間、欠席連絡について 

（1）利用は、申請書に利用日として登録した日となります。（「児童帰宅時に就労等で保護者が家にいない等」 

   が原則です） 

（２）利用時間は、児童クラブが午後７時まで、キッズクラブは午後６時までの各登録時刻までです。 

（３）申請書に利用日として登録されていない日に利用する場合はご一報ください。 

（４）利用日に欠席される場合は、必ずホーム&スクール（以下Ｈ＆Ｓ)、電話、口頭等でお知らせくだ

さい。（児童による連絡ではなく、必ず保護者が伝えてください。） 

（５）学校を欠席した場合、児童館へも欠席連絡をお願いします。（Ｈ＆Ｓは学校と連動していません。） 

（６）電話は児童館の開館時間の午前１０時からお受けできます。 

（４）Ｈ＆Ｓでの連絡は当日午後１時までに入れてください。それ以降は、電話連絡をお願いします。 

※ 基本的に返信はしませんのでご承知おきください。 

 

２ 児童のお迎えについて 

（1）基本的に保護者のお迎えをお願いします。階段下のインターホンを押して、学年とお子さんの名前を職  

  員へ告げてください。帰る支度が整うまで、お近くでしばらくお待ちください。 

（２）お迎えが申請した時刻を過ぎてしまう場合は連絡を入れてください（延長料金が発生します 時刻確認

は玄関ホールの電波時計にょります）。なお、午後７時以降は受け入れられません。 

（３）保護者の了解のもとに、兄姉等のお迎えも可ですが、その旨を児童館職員へお伝えください。 

（４）通常と違う方がお迎えに来られる場合は、お知らせください。お子さんにも伝えておいてください。 

 

 

児童クラブ・キッズクラブは、学校から帰ってきてお家の方のお迎えの時間まで、個々の主体性を大

切に、異年齢集団の中で、友だちと遊んだり制作活動をしたりして、約束を守って集団生活をします。 

「利用のきまり」をよくお読みいただき、ご理解・ご協力をお願いします。 

 （市教育委員会からの「令和８年度 児童クラブ・放課後キッズクラブ 利用のご案 

内」とあわせてご確認をお願いします。） 

※新規登録児童（新１年生・転入生）については、学校から配付される「アプリ（H&S）登録のお願い」に

従ってお早めに登録をお願いします。登録が完了するまでは、電話か口頭で連絡をお願いします。 

  ・在籍児童についてはそのまま継続されます。 

塩尻市ＨＰ 児童館ページ ↑ 



 

- 2 - 

３ 緊急連絡先について 

（1）申請書に緊急連絡先として記された連絡先については、勤務先を含め必ず連絡が取れるようにしてくだ

さい。 

（2）お子さんの体調不良、欠席連絡がなく児童館にお子さんが来ない場合など、連絡をさせていただくこと

があります。 

（３）お迎え頻度が高い方（祖父母等）の連絡先も教えておいていただけると助かります。 

 

４ 駐車場について 

（1）旧児童館跡地駐車場をご利用ください。保育園・小学校との共用駐車場です。混み合う時間帯等、譲り

合ってご利用ください。出入口を間違わないよう一歩通行でお願いします。路上駐車、保育園の駐車ス

ペース、小学校敷地内への駐車はご遠慮ください。 

（２）駐車場内でのお子さんの安全に十分留意し、お迎え後は速やかにお帰りください。 

（3）駐車場利用の詳細は、別紙をご覧ください。 

 

５ 持ち物について 

(1) 上履き … 学校の上履きとは別で、記名をしてご用意ください。学期末等、定期的に洗ってください。 

（2）ハンカチ、ティッシュ  必要に応じて着替え、靴下の替え、(マスク）等 

（3）ぞうきん２枚 … 記名はしません。すぐに使用するので、４月中に提出してください。 

※記名 … すべての持ち物に記名をお願いします。 

※不要物（ゲーム、カード、シール等）や飼育昆虫等は、トラブルの原因にもつながるので、持って来ない 

ようにご注意ください。 

 

６ 平日のおやつについて 

（1）おやつの対象は午後７時登録児童で、時間的に必要な家庭となっています。おやつ開始は午後６時から

です。食べた後のごみは家に持ち帰ります。 

（2）記名をした小型のチャック付きポリ袋等に、１回分ずつ食べきれる量を入れてご用意ください。 

（3）ガム、あめ、作るお菓子、暑い時期のチョコレートはご遠慮ください。 

（4）おやつは多くても５日分を保護者の方が児童館に届けてください。 

（5）数の管理は、各家庭でお願いします。児童館からはお知らせしません。 

 

７ 土曜日の利用について 

（1）土曜日の児童館利用の申請をされた方で、利用希望がある場合は、前月の２５日までに翌月の利用申

込書を提出してください。利用申込書は児童館にあるので、希望される方は職員にお申し出ください。 

（2）利用時間は午前８時から午後６時までの間の申請した時刻までです。午後７時登録の場合、土曜日は午

後６時までの受け入れとなりますので、ご注意願います。 
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（３）利用申し込みがない場合は、原則受け入れることができません。 

（４）利用申し込みした日をキャンセルする場合は、職員配置の都合上、前日までにご連絡ください。 

（５）持ち物  

①弁当・水筒・おやつ（迎えが午後４時３０分以降の場合） 

②宿題、またはそれに代わるもの（本など） 

③ハンカチ、ティッシュ、帽子  必要に応じて、汗拭きタオル、着替え、防寒着、マスクなど 

 

８ 学校休業日の利用について 

（1）保護者の就労等によって、学校休業日（長期休業中や学校行事の振替休業等）に家庭で過ごすことが難

しい場合、申請書に記載した内容に準じて受け入れます（臨海学習や修学旅行後の学年休業日は適用

外です）。 

（2）利用時間は平日の午前８時から午後７時までの間の申請した時刻までです。午後７時以降は受け入れら

れません。 

（3）その都度、Ｈ＆Ｓで案内を配信します。学校休業日利用申込書は使用していません。学校休業日に児童館

を利用されない場合は、必ず口頭、電話、Ｈ＆Ｓ等で職員にお知らせください。事前にまとめてお知ら

せいただいても構いません。 

（4）来館後、途中で抜けて塾や習い事に行き、その後児童館を利用することはできません。学校の課外活動

や水やり当番等は例外として認められていますが、必ず職員に連絡をお願いします。 

（5）持ち物 ※土曜日利用と同様です。 

 

９ 学級閉鎖、疾病について 

（1）感染すると登校できない法定伝染病などに罹患した場合、学校と同様に児童クラブ・キッズクラブの利

用はできません。 

（2）罹患が判明したら、速やかに児童館にも連絡をしてください。 

（３）インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等で学級閉鎖になった場合、その学級の児童は、児童クラブ・ 

キッズクラブを利用することはできません。兄弟姉妹については特に制限はありませんが、ていねいな

健康観察をお願いします。 

（４）学校を欠席・早退した場合、保健室や病院で治療を受けた場合も利用できません。 

（5）学校から体調不良等の連絡があった場合も、児童クラブ・キッズクラブの利用はできません。 

（6）台風、地震、大雪等の自然災害により朝から学校が休校になった場合は、利用できません。小学校同様、

自宅待機をお願いします。 

(7)児童館での児童のけが、体調不良については、応急措置や静養は行いますが、服薬・湿布等は施すこと

ができません。早退が妥当と判断した場合は連絡をしますので、お迎えをお願いします。 
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10 自学(学習･読書･ものづくり等）の時間について 

（1）児童館では、自学の時間を設けていますが、宿題をする、読書をする、絵を描く等、子ども自身が選択し

て静かに過ごします。宿題等の確認はご家庭で必ずお願いします。 

（２）学校から持ち帰るタブレット端末は、児童館では原則使用しません。 

 

11 登録内容の変更について 

（１）利用時刻・利用形態（通常日利用から学校休業日利用への変更等）、住所、勤務先、連絡先等変更があり

ましたらお知らせください。「クラブ利用許可変更申請」の提出が必要になります。 

・変更は電子申請で、その月の１５日までに行うと、翌月１日から適用となります。 

・１５日を過ぎてしまうと翌々月の１日からの適用となってしまいますので、ご注意ください。 

 

12 その他連絡・注意事項 

（１）児童クラブ・キッズだよりは、毎月２０日頃にＨ＆Ｓでデータ配信します。大切な連絡事項も掲載されます

ので、添付のＰＤＦを開いて必ず内容をご確認ください。 

（２）児童による「明らかに故意による器物損壊」が発生した場合、保護者の責任（弁償）となりますのでご承

知おきください。 

（３）本年度から料金体系が変更になっています。市教育委員会からの冊子｢利用のご案内｣をご覧ください。 

 

13 保護者会について 

（1）児童クラブ・キッズクラブに登録されますと、登録の形態にかかわらず保護者会の会員となります。 

（2）保護者会費の納入に関しては、新年度、保護者会からお知らせがあります（令和７年度は児童一人につ

き 1,000円でした）。 

（3）保護者会では年に数回、施設の環境整備等のため「保護者会作業」を実施しています。 

ご協力をお願いします。 

 

 

◎ご不明な点、お問い合わせは こちらまで 

 

 

 

 

 

     

 

塩尻市立宗賀児童館 

〒399-6461 塩尻市宗賀 2646（宗賀小学校内） 

  TEL&FAX ０２６３－５２－７８１７ 

  e-mail:sougajidou@city.shiojiri.lg.jp 

 


